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第１項 工事監督支援業務積算資料

１．目的及び適用範囲

本資料は中部地方整備局（事務所含む）発注における市場化テストに対応した工事監督支援業務

を請負契約によって委託する業務を対象とする。この際に必要な事項を定め、発注関係事務業務の

効率化を図るとともに、発注関係事務の的確な執行を確保する事を目的とする。

なお、大ロット発注や大規模事業立上げ時等の特別な発注状況にある場合は、本資料によらず、

発注根拠を整理し必要人数を計上しても良い。

２．業務内容

工事監督支援業務の業務内容は以下のとおりとする。

（１）打合せ（発注者支援業務共通仕様書第１００９条）

・業務の実施にあたり、調査職員と管理技術者は、業務着手時及び業務完了時に、業務の全体

計画等に打合せを行うことを基本とする。

・業務履行期間中、調査職員と管理技術者については定期的な打合せを行うことを基本とし、

打合せの頻度等は設計図書によるものとする。

・定期的な打合せについては、業務着手時及び業務完了時の打合せと兼ねることが出来る。

（２）工事管理

発注者支援業務共通仕様書第４００３条による。

（３）指揮・監督業務

発注者支援業務共通仕様書第１００５条第３項による。

（４）工事監督支援

発注者支援業務共通仕様書第４００２条による。

３．発注の考え方

工事監督支援業務は、一般競争総合評価方式により発注を行うものとする。

管理技術者・担当者技術者に対する要件（資格及び実績等）については、「入札公告」「入札説

明書」によるものとする。

４．契約書について

工事監督支援業務の契約書は、「発注者支援業務等委託契約書」によるものとする。

５．積算基準について

（１）工事監督業務の積算は、別に定める「発注者支援業務積算基準」によるものとし、積算は以下

のとおりとする。

・（担当技術者の基準日額×19.5＋超過業務標準相当(30時間相当)額）×必要人数×実施月数

・担当技術者の基準日額は技師（Ｃ）相当を標準とする。

・必要人数については、「６．担当技術者の必要人数の考え方等」による。

・工事監督に必要な業務用自動車運転費（運転人件費は計上しない）を計上するものとし、

直接経費の対象とする。なお、積算は設計業務等標準積算基準書（参考資料）を準用するもの

とする。

算出方法は以下により算出するものを標準とする。

20日 × 連絡車（ライトバン）運転費（１時間） × 必要人数 × 実施月数

ただし、上記運転時間によりがたい事務所については別途設定してもよい。



また、監督工事立会が官署周辺で運転業務が極めて少ない場合は、計上しないものとする。

（※この際においては、協議等の必要回数を精算するものとする。）

６．担当技術者の必要人数の考え方等

工事監督支援の担当技術者の必要人数の考え方は、工事本数、予定工期、工事に直接起因しない

作業から求めるものとし、四半期毎に必要人数（少数第１位止め（少数第２位切り捨て））とした

うえで、実施月数の平均人数（整数止め（少数第１位四捨五入））を算出する。

※ 留意事項：担当技術者の必要人数は積算上、計上する員数であり、契約事項ではないことに

留意すること。

６－１各月毎の必要人数の算定

工事監督支援に必要な必要人数の算定は、下記条件を考慮する。

① 工事本数

② 予定工期

③ 直接工事に起因しない作業

上記で記載した業務内容に基づいて次式により各月毎に必要な日あたりの必要人数を求める。

Ｐ四半期＝0.145×Ｎ＋（α＋β＋0.15）

ここに、

Ｐ四半期：当該四半期の１日あたりの必要人数（少数第１位止め（少数第２位切り捨て））

Ｎ：主任監督員毎に担当する当該四半期における月当たりの最大工事件数（当該月で工期

が11日以上ある場合に件数をカウントする）に応じて以下の値とする。

表

四半期内の最大工事件数(11日/月以上) Ｎ

本 １～５本 2.5

数 ６～１０本 7.5

区 １１～２０本 15.0

分 ２１～３０本 25.0

３１～４０本 35.0

４１～５０本 45.0

α：関係機関協議等の必要性、作業量に応じて選択しないことも可とする。

β：地元調整及びその他業務の必要性、作業量に応じて選択しないことも可とする。

（１）α： 関係機関協議等加算人員

関係機関協議等 α

関係機関協議がある 0.10

関係機関協議が殆どない 計上しない

（２）β： 地元調整及びその他業務加算人員

地元調整及びその他業務 β

地元調整及びその他業務がある 0.10

地元調整及びその他業務が殆どない 計上しない



６－２担当技術者の必要人数の算出

担当技術者の必要人数は、以下のとおり各四半期の1日あたりの必要人数の実施月数の平均とす

る。

担当技術者の必要人数＝（P第1四半期＋P第2四半期＋P第3四半期+P第4四半期）÷実施四半期数 ･････････①

ここで、P第1四半期～P第4四半期：各四半期の１日あたりの必要人数Ｐ四半期 ････②

※端数整理は、①は整数止め（少数第１位四捨五入）とする。

②は少数第１位止め（少数第２位切り捨て）とする。

６－３変更の取り扱い

原則として、精算変更は行わないものとする。

※精算変更は行わないため、予定工事情報は正確に計上するものとする。

ただし、発注時に想定できない工事本数の大幅な増加等により、体制の変更が必要と判断さ

れる場合については別途考慮する。

７．その他

（１）工事監督支援業務の発注単位については、原則として土木以外の工種（土木営繕、電気通信

設備等）を含めるものとする。

（２）工事監督支援業務の担当技術者の必要人数の算出は、主任監督員単位にて行うものとする。

８．管理技術者及び業務打合せ

（１）管理技術者の直接人件費

「発注者支援業務積算基準」によるものとし、管理技術者の直接人件費については、主任調

査員との打合せとして１ヶ月あたり２回計上することすることを標準とし、必要に応じて打合

せ回数を増やすことができるものとする。

打合せは、１月あたり技師（Ａ）を１．０人計上するものとする。

ただし、主任調査員の人数により打合せ場所が複数となる場合については、１箇所あたり技

師（Ａ）を１．０人／月（２回分）を追加計上するものとする。

（２）業務打合せの場所

業務打合せの場所は出張所、監督官詰所等を想定するものとする。

（３）業務打合せの内容等

業務打合せの内容は以下のとおりとし、主任調査員と管理技術者が行うこととする。

①業務内容に関する事項

②業務の履行状況の確認

③業務の実施計画

④その他業務の実施上の必要となる事項

なお、管理技術者は、工事現場の状況等を把握した上で業務打合せにあたることとする。

９．事務用品費の積算

（１）直接経費として計上できる事務用品費

パソコン等を必要とする場合は、特記仕様書に明示した上で、実費を計上する。

１０．工事監督支援業務に係るパソコンの持ち込み費用について

工事監督支援業務に係るパソコンの持ち込み費用については事務用品費として実費を計上できる

こととしているが、持ち込み用パソコンの標準価格を下記のとおり設定したので参考とされたい。



平成24年度～平成26年度単価 １官署あたり

単位 単 価 備 考

レーザープリンター 月 7,000円 A3ｶﾗｰ

尚、ＣＡＬＳ対応で必要となるソフト等の費用を計上する場合は下記による。

また、本仕様外の機器等を導入する場合は、リース料を別途考慮するものとする。

インストールソフト 単位 単 価 備 考

ノートパソコン 総合ソフト、一太郎、 月 9,400円 ＣＡＤあり

ウィルスチェックソフト 月 3,200円 ＣＡＤなし

インターネット設置費用 月 4,200円 １官署あたり

業務担当者間のネットワーク機器及び消耗品については、その他原価で計上している。

※発注者側のインターネット接続を利用させる場合は、インターネット設置費用は計上しない。

注）３年リース契約を実績としている。（保守料込み）

パソコンの価格は、平成２５年度契約に伴う標準機種とし、以下の仕様を満足するものとする。

ハード：ノートパソコン、マウス、テンキー

ソフト：ＯＳ（Windows ７ 相当）

ワードプロセッサ（一太郎 相当）

総合ソフト（Microsoft Office Home ＆ Business 相当）

ウィルスチェックソフト（ウィルスバスター ﾋﾞｼﾞﾈｽｾｷｭﾘﾃｨ 相当）

ＣＡＤソフト（AutoCAD LT 相当）
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